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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

今朝は大変寒い朝になりました。おそろいで御出席賜り、御苦労さまでございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第６８回

神河町議会定例会、第７日目の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

それでは、早速審議に入ります。

⋞ ⋞

日程第１ 第４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第４号議案、神河町課設置条例の一部を改正する条

例制定の件を議題といたします。

審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

宮永総務文教常任委員長。
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○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） おはようございます。総務文教常任委員

長の宮永でございます。

３月３日、第６８回神河町議会定例会において本委員会に付託された議案は、審査し

た結果、次のとおり決定したので会議規則第７７号の規定により、報告をいたします。

まず、全容を一覧でまとめてありますので、これでまず御報告を入れます。議案番号

として第４号議案、件名としては神河町課設置条例の一部を改正する条例制定の件、こ

れについては原案可決であります。

また、第１５号議案……。

○議長（安部 重助君） 委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） はい。

○議長（安部 重助君） ４号議案のみの報告でお願いします。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） 議案ね、はい。第１５号議案。

○議長（安部 重助君） いや、１５は要りません。４号議案。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） ちょっと待ってくださいよ。はい。

ちょっと私のミスで順序を取り間違えておりましたので、議案ごとに進めてまいりま

す。

第４号議案、神河町課設置条例の一部を改正する条例制定の件でありまして、これに

ついて審査の結果ということで、３月３日の本会議において総務文教常任委員会に付託

されました第４号議案については、３月７日に審査した結果、当委員会として原案のと

おり可決することに決定しました。賛成者は全員でありました。

審査の経過としては、日時は３月７日午前９時から午後２時３５分まで、役場第３会

議室において、総務文教常任委員会委員８名全員と議長、執行部からは町長ほか特別職

及び各課管理職の出席のもと他の付託とともに審査を行いました。

議案の審査に当たっては、提案の趣旨と目的に従って、適正な判断により行政成果が

上がるよう、かつ行政の進展と住民の福祉の向上にどのような効果をもたらすか、執行

にどのように反映されるべきかなどの観点から審査を行いました。

主な質疑等について説明を申します。まず、質疑としてひと⋞まち⋞みらい課の名称

について、この新しく設置される課の名称についてであります。みらい課のほうがイン

パクトがあるのではないかというふうなお尋ねをいただいておりました。これに対して

答弁としては、わかりやすくインパクトがある名称にしたということでの説明でござい

ます。地域創生を意識して、ひとの未来、まちの未来という意味でこの名称になったと

いうことであります。組織検討委員会において慎重に検討した成果でもありますという

説明がありました。

また、続いてのお尋ねとしては、地域創生を強力に推進するために新しい課と考える

が、その思いはいかがなものかというところでございました。これに対して御答弁とし

ては、各課の連携が重要になるということで、地域創生で新たに事業展開をする部分が
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多くある。そのために新しい課で主体を担って推進することによって、職員のモチベー

ションを高めていきたいというふうな趣旨でございます。

また、お尋ねとしては、各課で行っているアクションプログラムが全て地域創生につ

ながっていると考えるが実際の事業を新しい課で行うとのことだが、既存の担当課の事

業とのすみ分け、調整、連携が果たしてできるのかどうかという質問でありました。こ

れに対して御答弁は、ひと⋞まち⋞みらい課が担当するのは、地域創生の計画及び総合

調整に関することとして、計画の企画と各課に割り振った事業の進捗管理の部分を担う

というふうなところでございました。また、アグリイノベーション事業、シングルマザ

ー移住支援事業、旧粟賀小学校跡地の利活用を検討するＰＦＩ事業など、今までなかっ

たもので、新たな取り組みをしかけていく部分を担当するものでありますとの説明であ

ります。

さらに、もちろん関係課との連携が重要であると認識しておりますが、全職員に対す

る情報共有はもちろんのこと、新しい取り組みについてはその都度議会に報告をしてま

いりますというふうな御答弁でございました。

また重ねてお問い合わせとしては、シティマネージャーとして国から派遣していただ

く予定の林野庁の職員の位置づけや権限についてはいかがなものかということでござい

ました。これに対しての御答弁は、役職は町参事としてひと⋞まち⋞みらい課に所属し

ていただくことになります。シティマネージャーに期待することは、林野庁の職員です

ので神河町の林業政策について、林業についての新しい切り口であるとか国の補助メニ

ューなどを活用した新しい仕掛けをつくっていくこと等を担っていただくということで

ございます。

こういうところでありましたが、質疑を終結し討論を行いました。討論については、

藤原日順副委員長から賛成討論がありました。内容について要約しますと、ひと⋞まち

⋞みらい課の名称は非常によいと感じております。行政運営においてまず配慮されるべ

きは人であり、町民が中心であって、人が大切にされ集まってくることによって町がで

きる。町が発展することによって未来ができる。まさにひと⋞まち⋞みらい課はそれに

ふさわしい名称であると感じますというふうなことを述べておられます。

以上で、第４号議案の審査報告を終わります。原案可決ということでございました。

次に……。

○議長（安部 重助君） 委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） はい。

○議長（安部 重助君） ここでオーケー、はい。

ただいま４号議案について、委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。御苦労さ
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んでした。

これより４号議案についての討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結し、第４号議案を

採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。本案については、委員長報告のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４号議案は、原案のと

おり可決しました。

⋞ ⋞

日程第２ 第１５号議案から第１８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第１５号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定の件、第１６号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件、第１

７号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件及び第１８号議案、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画の策定の件の４議案を一括議題といたします。４議案の

審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

宮永総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） では、総務文教常任委員長報告をいたし

ます。

第１５号議案、第１６号議案、第１７号議案、第１８号議案、一括ということでござ

います。３月２５日総務文教常任委員会付託審議の審査報告ということで、報告をいた

します。

第１５号議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件について、作畑⋞

新田辺地ということでございます。

また第１６号議案、これについて辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件に

ついて、大畑辺地ということでございます。

また第１７号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件について、上越

知辺地、第１８号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件について、上

小田辺地ということでございます。

辺地の３件と１５号、１６号、１７号、これ３件を一括でまず進めます。審査の結果

について申します。３月３日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました

第１５号議案、第１６号議案、第１７号議案、第１８号議案については、３月７日に審

査した結果、いずれも当委員会として原案のとおり可決することに決定したのでありま

すが、これについて詳細について述べさせていただきます。

第１５号議案、第１６号議案、第１７号議案につきましては、賛成者は全員７名であ
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りました。第１８号議案につきましては、賛成者多数５名でありました。なお、１８号

議案につきましては、藤原日順委員、藤原資広委員から少数意見留保の申し出がありま

したので、その旨御報告しておきます。

審査の経過につきましては、先ほどの第４号議案の審査報告と同様ですので、省略を

いたします。

主な質疑については、次のとおりでございました。各号議案について区分けしたもの

で御報告をします。

まず、１５号議案については質問として、作畑⋞新田線の計画には橋梁は含まれてい

るのかどうかというのがございました。これについての御答弁は、橋梁部分については、

かけかえや幅員を広くするには多額の経費がかかるので、現在のところこの計画には含

まれていないということでございます。

また、重ねての質問は、作畑⋞新田線整備事業は５年間の計画となっているが、５年

で完了するのかというところでございまして、これに対しては、５年では終わらないと

いうことでございまして、それ以降はさらに辺地計画の策定が必要になるというふうな

答弁でございます。

また、重ねての質問は、施工箇所の順番等については、地元との調整は果たしてでき

ているのかどうかというようなところのお尋ねでございまして、これに対しては、辺地

計画と予算の議決後に、整備計画の案について地元区長さんと協議をしていきたいとい

うふうなことでの御答弁でございました。

これについて質疑を終結し、討論を行いました。特に山下皓司委員から賛成討論があ

りましたのでここで紹介をします。内容は、地元からの長年の要望箇所であるし、現地

の状況を見てもぜひ必要な事業であると、５カ年の計画であるが、なるべく早くできる

ように期待するとともに、将来改良計画がこの計画に上がってくるような取り組みを推

進されることを期待して賛成しますというところでございました。

続きまして、第１６号議案についての説明を申します。質問として出ましたのは、大

畑地内の三つの橋の修繕について、平成２８年度単年度の計画になっているが、１年で

完了するのか否かというようなところでございました。これに対しては、詳細設計を行

い工事を行うが、１年で終わらなければ次年度に繰り越しますというふうな御答弁でご

ざいました。討論は特にありませんでした。

引き続きまして、第１７号議案について御説明をします。質問としては、上越知地内

の五つの橋の修繕について、平成２８年度に詳細設計を行い、平成３０年度から工事を

行うような計画になっているが、平成２９年度を飛ばした理由は何かというふうなとこ

ろでございました。これについては御答弁として、橋梁の長寿命化修繕工事の年次計画

に基づいて行っており、辺地計画を策定しているところでありますというふうなところ

でございました。特に討論はございませんでした。

次に引き続いて、第１８号議案について報告をします。上小田辺地計画について、県
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との事前協議の中で平成２８年度における神河町の６２億円の辺地対策事業債について、

県の指導はあったのか否かというふうな……。

○議長（安部 重助君） 委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） はい。

○議長（安部 重助君） ちょっと訂正。訂正してください。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） もとへ戻ります。１行ちょっと外れてお

りましたから、改めてこの行を読み直します。

１８号議案についての質問でございまして、上小田の辺地計画について、県との事前

協議の中で平成２８年度における神河町の６億円の辺地対策事業債について、県の指導

はあったのかというふうなところでございます。これについて御答弁として、スキー場

整備事業について県と協議を重ねる中で、この辺地計画について県から了解を得ており

ますというところでありました。

また質問として、県全体の辺地対策事業の中で、神河町の配分額が多くなることにつ

いて県の考え方がいかがなところにあるのかというふうなお尋ねでございまして、これ

について、国から兵庫県へ配分額の過去の例は、最大７億円でありますというふうなと

ころの報告でした。また、県とともに国からの配分額の獲得に努力してきた。スキー場

の整備については２年間でやり切りたいというふうな御答弁でございました。

重ねての質問では、スキー場整備についての財源確保の状況はいかがなところかとい

うようなことでございまして、答弁としては、県も２年間で財源を確保することについ

て、最大限の努力をしていただいているというようなところでございます。辺地債以外

の補助事業の活用も検討しておりますというところであります。また、一時的に一般財

源を投じることになるが、その分は施設利用料として事業者からいただけるというとこ

ろで見通しが立っておるそうでございます。神河町の再生に実現させなければならない

事業であるというふうな御答弁でございました。

重ねて質問として、施設利用料を町にいただくことについてでありますが、事業者と

確約ができているのかどうかというようなところでございます。これに対して御答弁は、

事前の文書確約はできておりませんが、事業者とは随時協議を重ねておりますというふ

うなところでありました。

また、重ねて質疑としては、今、雪がたくさん降らないのに新しいスキー場をつくる

必要があるのか否か。本当に大丈夫なのか、という住民の不安の声があるがどのように

考えるかというふうなところでございました。これに対して御答弁は、この計画の出発

は峰山高原の冬の対策であり、ホテルリラクシアの指定管理者であるマックアースから

スキー場の提案があったということで、まず何かを始めないと冬場の対策ができないと

いうところを強調されておられます。スキー場に対するイメージではなく、峰山高原の

もろもろのデータで、スキー場としての環境は大変よいと判断しておりますというふう

なところでございました。
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さらに質問として、財源の部分で不安がある。現状では議員として町民の皆さんに十

分な説明ができないというところの意見が出ておりました。これに対しての御答弁は、

財源確保の裏づけにより、県から辺地計画の協議について異議なしの回答をいただいて

おりますということでございます。

また質問として、上小田区の住民の方々は、スキー場に期待をされているのか否かと

いうふうな質問でございまして、これに対しては、上小田区では熱心に議論され、賛成

をいただいておりますということの御答弁がございました。

またさらなる質問として、辺地債が全額つかなかった場合、スキー場の計画を変更す

る考えはあるのかどうかというふうなところでございました。これについては、最悪の

状況になった場合は、その時に議会に相談をさせていただくというふうな御答弁をいた

だいております。特に討論はございませんでした。

このような審査の流れで、第１８号議案について原案可決ということでございます。

以上で、第１５号議案から第１８号議案までの審査報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。御苦労さんで

した。

これより各議案ごとに討論、採決をいたします。

まず、第１５号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第１５号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１５号議案は、原案の

とおり可決しました。

続いて、第１６号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第１６号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１６号議案は、原案の

とおり可決しました。

続いて、第１７号議案について討論に入ります。討論ございませんか。
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〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第１７号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１７号議案は、原案の

とおり可決しました。

続いて、第１８号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原資広でございます。第１８号議案、辺地に係

る公共的施設の総合整備計画の策定案のうち、峰山高原スキー場整備事業管理について

反対の立場で討論に参加をさせていただきます。

このたびスキー事業の拡大構想を提案された企業の全額負担でもって、事業を着手さ

れることにつきましては、何ら異議を唱えるものでは決してございません。私が主張し

たい点は、辺地対策事業債本来の目的とは、他地域との生活水準、格差是正にあるとい

う点でございます。年々、若年者の人口が減少し、あわせて高齢化が進むことで、税収

や地方交付税等も年々減少し、財政規模も縮小していく中で留意しなければならないこ

とは、貴重な一般財源を有効に活用しながら辺地債本来の目的のとおり、辺地地域に必

要なインフラ整備等を効率よく推進し、地域を維持、継続させていくための施策展開に

傾注すべきだということであります。今回は、マックアースさんが提案された観光ビジ

ネス構想であり、その構想実現に向けて主体的に取り組むべきものは、あくまでも提案

した企業であって、ゆめゆめ町が企業の事業戦略拡大のための代行を担うべきものでは

ないと考えております。過日、ある民放放送を見ておりますと、マックアースさんは年

商１８０億円もある急成長の企業とのことでしたから、そうであるならば十分金融機関

から融資が得られるであろうし、企業もそれを事業資金として主体的に取り組む話であ

ると考えております。たとえ近隣に指定管理者を受託されている企業だからといって、

提案業者の商業振興のための支援が許されるのならば、町内の事業者には何で支援がで

きるのか、できないのかということにもつながってまいります。

もう一つの不安要素は、今なお総事業費がはっきりしてないということなのです。仮

に一度町が建設に携われば、今後必要となる新たな整備工事や附帯工事等が発生した場

合には、追随して負担していかなければならないという、大きな課題もあわせて発生し

てまいります。

さらに地方債の配分も、まだ不確定であることから、一時的に町が立てかえようとし

ている一般財源の総額もいまだに未確定であるという点もあります。町長は、集落懇談

会等で一切一般財源は使用しないと明言されていますが、いまだにマックアースさんと

は最終的にどこまでなら御負担していただけるのかという確実な担保も取り切れてない
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ように見ております。

それに加え近年、県への辺地債の配分額も４億円から７億円規模の幅で動いており、

このたびの観光施策推進のために８億０００万という事業費を地方債で対応すること

になれば、近い将来、辺地地域の格差是正のために必要な事業が発生した場合、どう対

応するのかという問題も追随して発生してまいります。県下には、辺地対象地域が神河

町も含め２２７カ所もあります。となれば、近い将来に辺地債が必要となったとき、町

民はいつまで辛抱しなければいけないのかという問題も発生してまいります。つまり、

町民への施策は、観光施策の次に置かれてるのかということにもつながってまいります。

現在、辺地地域の要望にも十分対応できてない状況下では、とても町民の理解を得がた

い事業だと判断いたしますし、また貴重な財源を真に町民のために有効に活用しながら、

町の発展に傾注していただきたいと言いたいのであります。

つまり基礎自治体が負担している範疇とは、それなりに町民の利用が予想されるもの

であるべきだと考えますし、逆に町外の方々が大半を占めるようなものならば、それよ

り上位の自治体が主体的に取り組むべき事業であるべきものと考えております。このよ

うなリスクを抱えたままでスキー場建設に着手することには、余りにも危険性が高過ぎ

ということを言いたいのであります。

以上、述べました理由により、第１８号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の策定案のうち、峰山高原スキー場整備関連事業について反対するものであります。こ

れで反対討論を終わります。

○議長（安部 重助君） 続きまして、賛成討論ございますか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。私は、本案賛成の立場で発言します。

まず、このスキー場計画は我が町の地方創生、地域創生、これらの起爆剤として計画

されております。大変町の発展に重要不可欠の事業であります。このことに対して、ず

っと以前から県立自然公園という立地条件にある関係で、県のほうで綿密に環境調査を

していただきました。３月１８日に私たち産業建設常任委員長の藤原委員長が、県のほ

うに出向いて傍聴されておられまして、いろんな資料をお持ち帰りいただいて、私たち

は手元に配付を受けてその内容の濃さに感銘いたしました。どこそこにどれだけの岩塊

流があって、どこそこにどういった樹木があって、どういったところにどういった動植

物が生息しているという、綿密な調査を行われております。大変な労力と、熱い思いが

伝わってきました。その結果、環境調査はパスしました。

また、同時に持ち帰っていただきました県の県下における平成２８年度当初予算、金

額はうろ覚えですけど１兆０００億円、約２兆円弱の予算の中でのるる説明がありま

した。その中において、地域創生の部分で但馬の朝来市の明延鉱山の一円電車を応援し

ましょう、また神河町の砥峰高原のスキー場を応援しましょう、また丹波市の丹波竜の

里としてまちおこしをします。この３つは、支援をしますという知事の挨拶の中に、議
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事録に残っております。ですから、先ほどの委員会の中でも執行部が申しておりました

ように、県に資金面とかいろんなことをすり合わせをして、県のほうは異議なしという

回答を得ております。また知事も応援しますという明言を得ております。この事業に対

して異議を唱えては、私たちのこの町の発展のためにみんなが御尽力いただいて予算化

していただいて、御苦労いただいておることに対して、議会人として反対するというこ

とは、町の発展を担っている私たちは、どういいますかね、人道に反すると思います、

議会人として。そういった観点から、要するに我が町の、地方自治体はほとんどそうな

んですけど、国と県からの支援なくして発展はあり得ません。ですから、県が支援して

やろうというふうな明言をいただいたことに対して、クレームをつけるということは、

まさしく知事に対して失礼な態度じゃないかと私は思います。果たして丹波市会とか、

朝来市会でも、こういった県が支援してやろうというそれぞれの事業に対して反対がな

されているのでしょうか。このような反対のムードがあるのでしょうか。私はまさしく

神河町は、そんな姿勢では県のほうから信頼が損なわれると思います。ですから、これ

は議会人として人道に照らして可決、全会一致でできれば可決して、可決後は議会人と

して県のほうに陳情活動もしていかなければならないというふうな思いです。

以上が、私の賛成討論の理由です。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 次に、反対討論ございませんか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。先ほど議会人として、この議

案に反対することは人道に反するのではないかという意見が出ましたけども、私はそう

ではなくって、議会人として当局の提案を唯々諾々と進めていくというのは、それは本

来議会人がやるべき仕事でなくて、議会人としてきっちりとチェックするのが本来の議

会人であろうというように私は信念を持っております。スキー場整備計画に係る辺地対

策事業債、８億１００万。それと町道峰山砥峰線の整備、これが約１億６００万、合

計しますと９億７００万円のうち、０４０万につきましては、自然雪によるファミ

リーゲレンデとして整備する。このことについては、私は大いに賛同いたします。

しかし、それ以上の開発につきましては、後戻りができなくなるので反対したいとい

うように思います。何事も攻めるのはたやすいことだと思います。本当に難しいのは、

事業も戦と同じで撤退すること。これが一番難しいというように私は考えます。

以上、反対討論といたします。

○議長（安部 重助君） 次に、賛成討論ございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。私はこの原案に賛成の立場で

討論をさせていただきたいと思います。

先ほど、反対討論にありました藤原資広議員さんの中でありましたように、辺地対策

事業、これは非常に後から８割が交付税で返ってくるという非常に有利な起債ですんで、
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これについては大いに活用すべきだと思います。

その中で、藤原資広議員の主張につきましては、同じ辺地債を使う分の中で、先にこ

の辺地地域の活性化というのか、そういう分の中で生活基盤の分を優先させるべきであ

ろうと。そしてこの観光施設等については、後回しという分の中での反対討論だと思い

ます。ですので、確かにそういう考え方もあるかと思うんですが、やはり予算の使い方

というのは、バランスというものが大体あって、即効性のあるもの、それからこの観光

施設については、その施設が即効果をあらわすものじゃありませんので、そういう分の

中で、この生活に密着した事業とそれから将来を見通した分での事業の投資という分で

のバランス性は必要だと思います。その中で、町長も言ってますように、この神河町の

活性化の中では、確かに外との交流人口をふやす中で、町内での経済効果を目指すとい

う観光施策事業については、これやっていかなければなりませんので、確かに今、それ

ぞれ生活に不便さを感じておられる地域にあって、皆さんについては喫緊の道路を直し

てほしいという話はよく理解できますが、しかし将来を見越した中で、観光施設等の整

備も当然必要だと思います。

また、この峰山高原、砥峰高原につきましては、ちょうど上小田辺地と、それから川

上辺地ですね、これをつなぐ部分としての道路の町道峰山砥峰線での辺地での整備もし

ました。そしてこの砥峰であり、峰山高原ですね、大河内高原に訪れる人が多くなるこ

とによって、上小田や川上の活性化が図れるんじゃないかと思いますので、これについ

ては喫緊の課題、そして将来を見越した課題という分の中での判断の中で、私はこの辺

地総合整備計画については妥当性があると思いますので、そういう点からこの原案につ

いては賛成いたしたいと思いますので、以上で私の討論といたします。以上でございま

す。

○議長（安部 重助君） 続きまして、反対討論ございますか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 続きまして、賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結いたします。

第１８号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１８号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第３ 第３２号議案から第４４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第３２号議案から第４４号議案、平成２８年度各会

計予算を一括議題といたします。
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１３号議案の審査を付託しておりました予算特別委員会の審査報告を求めます。

藤森正晴予算特別委員長。

○予算特別委員会委員長（藤森 正晴君） 予算特別委員長の藤森です。３月４日定例会

において、本委員会に付託されました議案について報告をいたします。

本委員会は、去る３月８日、９日の２日間にわたり、議長を除く全議員と町長ほか管

理職の構成でケーブルテレビの生放送で行いました。その結果についていずれも原案可

決であります。

主な質疑について報告をいたします。

第３２号議案、平成２８年度神河町一般会計予算であります。これについては、区長

報酬については、区長会においてはいろいろと御苦労も多くなっている。報酬も含め、

見直しする必要があるのではないかの意見がありました。これに対して町長は、できる

だけ区長様に負担のないように、努力をするように職員に周知していくとのことであり

ます。

次に、クリーンセンター、中播衛生の分担金、負担金については合併１０年後の見直

しについて、協議会を立ち上げ協議を行っているとの説明を受けております。

次に、生ごみの減量化については、越知谷地区で１年間コンポストを使っての減量化

をしていただきました。その結果多額の処理費が削減できるため、全世帯にコンポスト

の導入の補助金制度や、頑張っていただくお礼などの行政施策が何かできないか、考え

ているとのことであります。

次に、銀の馬車道道の駅、大黒茶屋のとこでございますが、これについては、県と町

が協力して整備する事業で、まだ基本設計はできてない状況であるが協議の中では町の

情報を発信するスペース、３１２号線の道路情報のスペース、銀の馬車道のＰＲのスペ

ースを考えている段階である。またトイレの新設、大黒茶屋の改修も含まれている予定

ということでございます。

次に、峰山高原スキー場整備事業について、多くの質疑がありました。これについて、

主な質疑を報告いたします。

まず最初に、町長は集落懇談会で、この事業は一般財源は持ち出さないとの説明であ

ったが、辺地債の割り当て額についての説明が変動してきているが対応できるのかとい

う質問がありました。これに対して、辺地債と、それとは別の補助事業を活用していき、

使った一般財源は指定管理契約の中で年度ごとの収益から施設利用料としていただくの

で結果的に持ち出しはゼロになるとの答弁でありました。

次に、辺地債の割り当て額が確定するのは８月ごろで、幾らかわからない状況の中、

工事の優先順位はどうするのかの質問がありました。これに対して、４月から設計に取

りかかる。保安林解除や、リフトの申請の実施設計書の作成をしている間に割り当て額

が確定するので、その段階で次に取りかかるということであります。

次の質問であります。スキー場整備については住民の方や、町外の方も関心を持って
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おられる。本当に大丈夫なのか、危険ではないのか等の声が上がっております。もっと

住民の声を聞いて進めていくべきではなかったのかの質問がありました。これについて、

いろんな不安とか町民の思いは耳に入るのは当然のことと思う。しかし、近年における

ウインタースポーツ人口の増加などいろいろ確認する中で、町にとってすばらしい事業

になると確信を持っている。どんなところが危険なのか聞きたいとの答弁でありました。

これに対して、ことしのような暖冬で雪不足時に、経営がやっていけるのかという質問

がありました。これに対して、ことしほどの暖冬は過去にはなかったと思っている。統

計学上から言えば続くことはあり得ない。何事も進めるにおいてイメージだけではだめ

と思っている。人工降雪機も併用するし、峰山は標高も高くデータでは他の県内のスキ

ー場よりも ５度低く心配はないとの答弁でありました。

次に、人口減少や他のスキー場が閉鎖となってる現状で、入り込み客が確保できるの

かの質問であります。これについて、いろんなデータ等、統計上最低３万０００人以

上十分に見込めると判断しているでありました。

次に、宿泊施設の対応はどうするのかであります。これについて、町内の施設利用や、

新たな宿泊の開業、また休眠されているところが復活されるような、相乗効果に期待を

しているとのことであります。

次の質問です。マックアースが経営不振になり撤退される場合、リフト等の自然破壊

された負担はどうするのかの質問であります。これについて、指定管理契約の中で、不

利にならないような契約をする。また緑は守ってのコースづくりをするとの答弁であり

ます。

次に、本年度６億の辺地債予算であるが、もし１億しかつかなければどうするのかの

質問であります。これについて、極端な話、１億でやる場合もある。翌年度残りを確保

するんだという協議も進めている。また、ほかの補助事業を組み合わせて進めていく。

１年で無理なら、２年でやるんだということを、県と強く協議をしているとのことであ

ります。

次の質問に、Ａコースに人工降雪機、リフト等を設置し、Ｂ⋞Ｃコースは自然雪で対

応していくとのことですが、Ｂ⋞Ｃコースが設置してもらわなければ、経営がならない

ということになると、町として断るわけにいかなく、踏み出したら、後戻りができなく

なるのではないか、この質問に対して、スタートしたら後戻りはできません。だから裏

づけをしっかりとって前へ進むという強い意志であり、熱意だけで言っているのではな

い。Ｂ⋞Ｃコースを必要となれば、その時は議会に相談をかけるとのことであります。

以上が、スキー場に対しての主な質疑でございます。

次に、防災無線の緊急防災減災事業債を活用することで、町内一斉の放送ができるよ

うになる。

次でございます。区要望については、平成２５年度から２７年度、３年間で集中して

やってきているが、２８年度以降も引き続きやっていく。県、国における関係事業にお
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いては、県、国に強く要望してやっていく。また要望の多いときは財政状況に応じて、

２割、３割カットさせていただく中で実施していく考えであるとのことであります。

大体、質疑が終結するその前に、修正動議が出されました。藤原日順委員から峰山高

原スキー場整備に関する予算を減額する修正案が提出されました。修正案の説明後、そ

れぞれ質疑がありまして、次に討論に入っております。

討論では、原案に賛成の立場で三谷克巳委員、小林和男委員、山下皓司委員の３名か

らの発言がありました。また、修正案に賛成の立場で藤原資広委員、小寺俊輔委員、松

山陽子委員の３名からの発言がありました。

次に修正案の採決に入り、賛成４名と少数で否決となりました。

続いて原案の採決に入り、賛成６名と多数で可決となりました。よって、３２号議案

は、委員会として原案のとおり可決することに決定しました。なお、本案に反対された

藤原日順委員、藤原資広委員、小寺俊輔委員、松山陽子委員から、少数意見の留保の申

し入れがありました。また、私、藤森も委員の立場で宮永副委員長に対し、少数意見の

留保の申し入れを行っております。

事業執行に当たり、計画の見直しや状況については議会に報告、審議し、進めていく

との答弁であった。委員会としてもしっかり受けとめております。厳守していただきま

すよう申し入れておきます。

次に、３３号議案であります。平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計予算で

あります。これについては、報告すべき質疑はありませんでした。討論もありませんで

した。よって、採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可決することに決定しまし

た。

次に、第３４号議案であります。平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

であります。これについても同じように、質疑、討論ともにありませんでした。よって、

採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、第３５号議案であります。平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予

算であります。これについても質疑、討論ともにありませんでした。よって、採決の結

果、賛成多数、全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、第３６号議案、平成２８年度神河町介護保険事業特別会計予算であります。こ

れについても同じように、報告すべき質疑はありませんでした。討論もありませんでし

た。よって、採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可決することに決定いたしま

した。

次に、３７号議案、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計予算であります。これ

については、しんこうタウンの分譲地販売については、住宅取得補助や、地方創生関係

でケーブルテレビの入会金、上下水道の加入金等、合わせて２００万円ほどの補助があ

る。神河町に住めばこんな特典があるとのＰＲをし、一区画でも多く売れるようにして

いきたいとのことであります。議案の討論はありませんでした。よって、採決の結果、
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賛成多数、全員で原案のとおり可決いたしました。

第３８号議案であります。平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算であり

ます。これについては、報告すべき質疑はありませんでした。討論もありませんでした。

よって、採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。

第３９号議案、平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算です。これにつ

いても同じように、報告すべき質疑はありませんでした。討論もありませんでした。よ

って、採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、第４０号議案、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算であります。

これについても、質疑、討論ともにありませんでした。よって、採決の結果、賛成多数、

全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、第４１号議案、平成２８年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算。これにつ

いても、質疑、討論ともありませんでした。よって、採決の結果、賛成多数、全員で原

案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、第４２号議案、平成２８年度神河町水道事業会計予算。これについても、質疑、

討論ともありませんでした。よって、採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可決

することに決定いたしました。

次、第４３号議案、平成２８年度神河町下水道事業会計予算。これについても、質疑、

討論ともにありませんでした。よって、採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可

決することに決定いたしました。

次に、第４４号議案、平成２８年度公立神崎総合病院事業会計予算であります。これ

については、病院北館改築は、現状の機能そのままではなしに、将来に向けてしっかり

医療を提供できるように変えていく。事業費は２６億４００万余りで、現在最終の基

本構想計画のまとめの段階であるとの報告であります。議案の討論はありませんでした。

よって採決の結果、賛成多数、全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。

以上が、報告であります。委員会に出された意見や協議内容を十分に生かし、行政執

行をしていただくようお願いをいたします。

以上で委員会報告とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。御苦労さんで

した。

これより議案ごとに討論、採決に入ります。

まず、第３２号議案、平成２８年度神河町一般会計予算に対する討論に入ります。反

対討論ございませんか。

藤原資広議員。
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○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原資広でございます。第３２号議案、平成２８

年度神河町一般会計予算に対し、１８号議案とほぼ同じ内容となりますが、反対の立場

で討論に参加をさせていただきます。

先ほど申し上げましたように、スキー場事業の拡大構想を提案された企業が全額負担

で事業をされることにつきましては、何ら異議を唱えるものでございません。人口減と

高齢化が進むということは、税収や地方交付税等も年々減少し、財政規模も縮小してい

くことが当然予想されることから、貴重な一般財源を有効に活用し、辺地債本来の目的

のとおり辺地地域に必要なインフラ整備等を効率よく推進し、地域を維持、継続させて

いくために、辺地債をフルに活用しながら施策展開に傾注すべきだということでござい

ます。今回は、企業から提案された構想でありますので、その実現に向けて主体的に取

り組むべきものはあくまで提案者と考えております。

もう一つの不安要素につきましては、まだ今の段階におきましても、総事業費がはっ

きりしてないという点がございます。仮に一度町が建設に携われば、今後必要となる新

たな整備工事や附帯工事等が発生した場合、追随して負担していかなければならないと

いう、大きなリスクも当然負うことになることであります。

さらに地方債の配分もまだ不確定であることから、一時的に町が立てかえようとして

いる一般財源の総額もいまだに未確定であるという点もあります。また町長は、集落懇

談会等で一切一般財源は使用しないと明言されておりますので、いまだにマックアース

さんとは最終的にどこまでなら御負担していただけるのかという確実な担保も取り切れ

てないように見受けております。

それに加え近年、県への辺地債の配分額も４億円から７億円規模ということで動いて

おりますので、近い将来、辺地地域の格差是正のために必要になった事業が発生した場

合は、どう対応するのかという問題も追随して発生してまいります。現在、辺地地域の

要望にも十分対応できてない状況下では、とても町民の理解を得がたい事業だと判断し

ますし、また貴重な財源を真に町民のために有効に活用しながら、町の発展に寄与して

いただきたいと言いたいのでございます。

一方、全国的に見たスキー⋞スノーボード人口の推移状況ですが、平成５年をピーク

に年々減少し続けておりまして、平成２５年度にはピーク時の約４割近くまで減少して

いる状況にあわせまして、過日町長は平成２１年から２５年までの５年間の、県内の推

移状況について平成２１年と比べて、約２１万人も増加しているとおっしゃっておられ

ましたが、では今シーズンも加味されての発言だったのかと言いたいのでございます。

私は、平成１４年度以降の県内のデータを比較してみました。平成１７年度までは、１

００万人以上の人がございましたが、平成１８年度には暖冬により半減、また平成２１

年度にも暖冬で大きく減少しており、平成１８年度から平成２５年度までの平均客数は

７５万人前後で推移しているのが実態であります。今シーズンの状況も念頭に置けば、

どうしても安定的な経営は難しいのではないかと予想せざるを得ないことから、今回新
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たなスキー場建設に着手することで、将来、町民に大きな負担を負わせる可能性の高い

事業になるだろうと見ております。

これまで峰山高原が県立自然公園になってるのは、後世に残すべき貴重な自然がいっ

ぱいあるからと言ってこられましたが、それを指導すべき行政側が、それもみずからの

手でその貴重な自然を壊す行為はいかがなものかと考えますし、逆に指導すべき行政だ

からこそ、その貴重な自然の保全や保護に主体的に取り組むのが本来あるべき姿と考え

ております。

そこで、余りに大きなリスクも負わずに、町民の皆さんの理解も得られ、また貴重な

自然を保護しながらインバウンドのお客様にも楽しんでいただける代替施設としまして、

現在の計画案をスノーキッズパーク的な施設規模にまで縮小しても十分オールシーズン

楽しめる施設にはなり得るのではないかと考えております。

以上、述べました理由により平成２８年度神河町一般会計予算について反対するもの

でございます。これで反対討論を終わります。

○議長（安部 重助君） 次に、賛成討論を求めます。賛成討論ございませんか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。私は、本案賛成の立場で発言します。

反対意見も述べられました。何事にも新しい事業をするには、全て不安要素はつきま

とっていくものです。ですけれども、やはり反対者の不安も全くわからない部分ではな

いんですけども、不安要素は誰にもあります。しかし、それが全て数字であらわされな

いと、文章化されないと納得できないという文章、数字にも、余りにもこだわり過ぎる

のもいかがなものかなと、私はそのように思います。全て数字、文章では、運営できな

い部分があります。やはり執行部の言われることには、発言にはそれだけの重みがあり

ます。数字とか文章化できない部分でも、重みがあります。日本には古くから言霊とい

う、そういった文化もあります。言葉は一言一句には魂がこもっております。ですから、

それをその言われた言葉を信じるか信じないか。それが議会と執行部の関係にあると思

います。私はお互いを信じ合い、信じ合うことが町の運営をスムーズにしていき、やが

てそれが町の発展につながって、将来豊かな神河町づくりにつながると思うのです。で

すから、先ほども知事が県会で言われた言葉、ああいった言葉も信じたらいいんです。

ですから、執行部が県とのすり合わせで異議なしという重い言葉を承諾を受けておりま

す。ですから、それも信じたらいいんです。お互いに信じ合わないと、これから新しい

ことは何も始まりません。ですから、ある程度の不安要素はあっても、お互いが信頼し

合って議会と行政は車の両輪のごとく、一丸となって新しいことに取り組んで町の発展

につなげていくのが議会人の役目と、チェックする機能も必要です。チェックも必要で

すけども、町の発展に寄与するということも議会人としての立派な任務であります。そ

ういった意味での私は賛成討論といたします。

○議長（安部 重助君） 次に、反対討論を求めます。
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松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ８番、松山でございます。私は原案に対し反対の意見を

述べさせていただきます。

この２８年度、一般会計予算には、子育て支援や地域経済の活性化、町民の安全⋞安

心のための事業予算と、引き続き町民の生活に必要不可欠な行政サービスの経費を計上

された、重要なものであることは十分に承知しております。そして、これら全てを反対

するものでは決してありません。ただ問題とするのは、一般会計予算の商工費に上げて

おられる峰山高原スキー場整備に関する６億円もの予算計上がされている点です。スキ

ー場整備計画は、冬場の集客が大きな課題となっている峰山高原ホテルリラクシアの安

定的経営を考えた中での対応策であることの説明は聞いております。しかし、そのため

に峰山高原のすばらしい自然環境や暁晴山の景観を大きく変えてしまうほどの、３コー

スもの大きなスキー場をつくることについては理解しがたく、もっと慎重に考えていく

べきです。一度壊してしまった自然環境は年月をかけても、もとに戻すことは容易では

ありません。最悪の場合、大切に守るべき動植物を失ってしまうこともあり得ます。ま

た、鹿などの動物の居場所が少なくなることで、地元住民に影響が出ることも心配しま

す。

そして、スキー場の整備運営についても、町民の皆さんは但馬地方のスキー場がこの

冬、雪不足で大変困っていたことや、今のスキー客は日帰りが多く、宿泊施設などの利

用につながっていない厳しい状況も、テレビや新聞記事などで見聞きしておられます。

スキー人口や雪の降る量が、１０年や２０年前からすると減ってしまっている状況であ

る中、高額の降雪機２０台を使ってまでして雪をつくり、スキー場を運営しようとする

こと、また民間企業がスキー場の収益のあるなしに関係なく、年間０００万円もの協

力金を町に納めてくれるというお話についても、町民の皆さんに理解していただくこと

は難しいと思います。県知事がスキー場計画に対し支援すると言われたことは、町長や

関係職員の方から、再三にわたり聞いてはいます。しかし、大切にすべきなのは、町民

の思い、不安な気持ちは今現在置き去り状況です。今までの説明内容では納得できてい

ない議員が多くいる状況と、不安に思っておられる町民の方々が多い実情をしっかり受

けとめていただきたいと思います。スキー場をつくらなければ、神河町の将来がないと

まで言われるのであれば、その根拠も含めた町民への丁寧な説明にもっと時間をかける

べきです。また、６億円の財源となる辺地対策事業債は、他の議員からも言われたよう

に、国から兵庫県への配分額が毎年４億から７億円程度であり、このたびの作畑新田の

道路整備や、橋の改修等を加えた６億０００万円もの大きな金額を、２８年度一度に

神河町に回していただけることは、到底考えられない話です。辺地対策事業債の２８年

度の配分額が決まるまで待ち、その配分額をもとにスキー場のあり方や規模に対して十

分に協議検討した上で、補正で予算計上するべきことと考えます。

これらの理由により、私はこの原案に反対いたします。
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○議長（安部 重助君） 次に、賛成者の発言を求めます。賛成者ございませんか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。私は予算に賛成の立場から討論を行い

ます。

この私は常に予算特別委員会でその賛成の理由、この事業は推進しなければならない

ということは述べております。そういうことでございますので、その辺はもう再度申し

上げないことにいたしますが、まず辺地債の話がありましたね。これは、前の議案でご

ざいましたが。やはり私は財政運営というものについて、町の、これも２回目になりま

すけれども、５３億程度のいわゆる財政規模の町が９２億余りの予算を組むというのは、

あらゆる手段を講じて町の発展のために、また町民の皆さんの幸せのために、財源確保

をしていくというのが、これを捨てたら町はだめなんですよ。神河町の存続が危ないん

ですね。ですから、その点についてはしっかり議員、我々も勉強せんとあかんというよ

うに思っております。これは一つ述べておきたいと思います。

それから、もう一つ。今申し上げましたように９２億７００万円の予算が一般会計

組んであるんですけれども、この中には新たな事業展開については町のこうしたい、そ

れぞれの担当課が町はこうしたいという中で、やはり表現は悪いですけれども、見込み、

期待そういった中で予算を計上している、これがこういう小規模自治体の市町村の町の

予算編成の実態だと、私は思っております。これも不安だということになるとするなら

ば、予算規模は縮小します。そして、それによって町の県なり国に対する施策というも

のの訴えが弱くなると、そういった形でこの町はずっと予算編成をされてきたというよ

うに思っております。これも私たち議員はしっかりと勉強せんとあかんなというように

思います。これは前座でございます。

過日、小林議員のほうからもございましたが、３月１８日に峰山県立自然公園の公園

計画の変更についての諮問がされておったんですけれども、答申が出ました。これは公

開で行われたわけでございますので、私たち同僚議員もそこへ出席されまして、早速そ

の資料をいただきました。その中に、まずいわゆる自然公園の中で自然破壊というよう

な暁晴山の話もされましたが、そういったことをなくすると。このスキー場を建設する

ためには、いわゆる自然環境にどういうふうに影響が出るかというような形で、非常に

詳細に懸案事項を諮問され、それに対していわゆるあのメンバー、皆さん御承知だと思

うんですけれども、それぞれの分野における専門家が分析されて、答申をされたわけな

んですね。そういうことで、これも全議員承知されておるとは思いますが、やはり後そ

れらのことが保全されるかということについては、いわゆるこれは町だと思うんですけ

れども、町としても事後しっかり調査しなさいというような附帯意見がついたというこ

ともございました。

私が述べたいのは、そのいわゆる諮問の中に、こういうことが書いてあるんですね。

まず、スキー場として活用することで、これは県がつくられた諮問案なんですね。これ
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県ですよ。まず、自然との触れ合いの活動が促進されるということが一つ出てましたね。

それから、草原の環境の保全ができるでしょうと。あそこはススキがあったんですけれ

ども、今雑木がふえております。それをスキー場として整備して、夏場そこに草原とし

ていう、新しいものができるだろうというようなこと。それから、一番町としても希望

し、期待しております冬季の雇用創出ができると。そして地域経済の活性化が図られる

と。そして定住化の促進、これは一番町が狙ってるところですね。そういったことが、

いわゆるその諮問の中に出てるんですね。これはね、このことをこのスキー場計画が出

たころから、町長なり担当課のほうから聞かされておったことなんですが、これは兵庫

県はきちっとその諮問の中に掲げられておると。そして、これも小林議員からございま

したが、これは同じように資料をいただいたわけですけれども、兵庫県知事が峰山高原

のスキー場構想というものについては支援したいと、そういうことをはっきりおっしゃ

ってるわけですね。こういう流れから見ましても、兵庫県がそこまでこの神河町のこと

を考えていただいておると。そして町からお願いをしましたスキー場計画についても、

肯定的な中でいわゆる環境審議会にかけられたというこの事実だけは、私は広く町民の

皆さんにも知っていただきたいというように思います。今この機会を逃すことによって、

長年取り組んできたこの高原開発というものに対しての大きなチャンスであるというよ

うに私は信じております。自信を持って賛成をいたしたいと思います。

以上、討論とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 次に、反対討論の発言を許します。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。先ほど小林議員の賛成討論の

中で、町長の言葉の中にある言霊を信じてという発言もございましたけども、町長、当

局だけではなくて、議員の発言の中にもやはり言霊は宿っていると私は信じます。です

からこそ、自分が状況を分析し、自分が信じることを述べるべきであるというように私

は感じます。

また、いけいけどんどん、攻めるだけではなく、常に撤退のことも考えて念頭に置く

ことが大切ではないかなというように私は考えます。３２号議案につきまして、私は反

対するわけですけども、まず最初に、神河町にとって本当にスキー場が必要なのか。せ

いぜい雪遊びかファミリーゲレンデで十分ではないかというように私は考えます。

次に、自然条件でございます。降雪量、降る雪の量、それと人工降雪機を使うときに

使う水、取水量が本当に大丈夫なのか。

そして３番目でございます。財源でございます。辺地対策事業債という財源は、本当

に措置できるのか。

さらに４番目、県の協力体制でございます。兵庫県知事、今、神河町に対して非常に

協力的でございます。それは認めますが、それが何年続くのかな。兵庫県の協力体制は

いつまで保障されるのか。
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最後に、指定管理契約でございます。指定管理契約書の締結交渉で、神河町がリーダ

ーシップをとれるのか。それこそ管理者の言いなりになってしまう危惧はないと言える

のか。

以上の各点について、大きな不安が残っておりますので反対せざるを得ません。全国

的なブランドを持ちながら、炭坑から観光へと、それを旗印にマウントレースイスキー

場に投資して、ちょうど９年前の３月、財政破綻した夕張市と同じ轍を踏んではなりま

せん。二の舞にならぬようにチェックをすべきだというように私は感じます。以上、反

対討論といたします。

○議長（安部 重助君） 次に、賛成者の発言を許します。賛成者ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 次に、反対者の発言を許します。ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成者ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでございますので、ここで討論を終結します。

第３２号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって第３２号議案は、原案のとおり可

決しました。

日程の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。再開を１０時４５分といたします。

午前１０時２９分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

次に、第３３号議案、平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計予算に対する討

論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第３３号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第３３号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第３４号議案、平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計予算に対する討

論に入ります。討論ございませんか。
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〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第３４号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第３４号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第３５号議案、平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算に対する

討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第３５号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第３５号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第３６号議案、平成２８年度神河町介護保険事業特別会計予算に対する討論に

入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第３６号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第３６号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第３７号議案、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計予算に対する討論に

入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第３７号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第３７号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第３８号議案、平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算に対する討

論に入ります。討論ございませんか。
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〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第３８号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第３８号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第３９号議案、平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算に対する

討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第３９号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第３９号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第４０号議案、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算に対する討

論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第４０号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４０号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第４１号議案、平成２８年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算に対する討

論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第４１号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４１号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第４２号議案、平成２８年度神河町水道事業会計予算に対する討論に入ります。

討論ございませんか。
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〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結し、第４２号議案

を採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。本案については、委員長報告のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４２号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第４３号議案、平成２８年度神河町下水道事業会計予算に対する討論に入りま

す。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第４３号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４３号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第４４号議案、平成２８年度神河町公立神崎病院事業会計予算に対する討論に

入ります。討論ございませんか。

藤原資広議員。賛成ですか、反対ですか。

○議員（５番 藤原 資広君） 賛成です。

○議長（安部 重助君） 賛成ですか。まず先に反対の方の発言を求めます。

反対ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） それでは、藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原資広でございます。第４４号議案、平成２８

年度公立神崎総合病院事業会計予算について、賛成の立場で討論に参加をさせていただ

きます。

平成２８年度の最重点施策として、３番目に掲げております峰山高原スキー場への対

応は少数の関係者間で協議され、早々にトップダウン方式で決定され、とてもスピーデ

ィーかつ積極的に対応されてこられた町長の観光施策への思いはとても滑らかに熱く語

られてこられました。しかしながら、２番目に掲げられております病院北館改築事業に

つきましては、病院改築か移転かの選択について２年を超える年月をかけながら、最悪

の状態を常に想定しつつ政策調整会議や検討委員会、あるいは病院ワーキンググループ

等を数多く開催しながら慎重に検討を加え、最後には全職員を集めての会議でも議論を

重ねながら慎重の上にも慎重に決断されてこられたからこそ、医療行政にも熱き思いを
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お持ちだと思い、管理者に北館改築への思いをお尋ねしたところ、何ひとつお答えして

いただけなかったといったらよいのか、何ひとつ答えられなかったといっていいのかわ

かりませんが、どちらにしても、ようやく方向性も決まり、動き始めました。

一方、部署ごとへのかかわり方にも大きな差異が見受けられる中で、この間院長初め

全職員が一丸となって高いモチベーションを堅持しつつ地域の医療を支える中核病院と

して機能を十二分に発揮するために必要な諸課題を一つ一つ整理し、改善策を立てなが

ら神崎総合病院が目指していくべき医療体制への構築に向けて日々努力されてこられた

ことに対し心から敬意を表したいと思います。町民の皆さんから地域になくてはならな

い病院と言っていただけるように、魅力ある病院づくり、病院の将来ビジョンの実施計

画に基づくハートが触れ合う地域医療、そして特色ある中核病院を目指して全職員一丸

となって頑張っていただけますようにお願いをいたしまして、賛成討論にかえさせてい

ただきたいと思います。どうもありがとうございます。

○議長（安部 重助君） 次に反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、討論を終結します。

第４４号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４４号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第４ 第４５号議案及び第４６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第４５号議案、神河町かみかわ桜の山桜華園条例制

定の件及び第４６号議案、神河町公の施設（かみかわ桜の山桜華園）の指定管理者指定

の件の２議案を一括議題といたします。

２議案の審査を付託しておりました産業建設常任委員会の審査報告を求めます。

藤原裕和産業建設常任委員長。

○産業建設常任委員会委員長（藤原 裕和君） 産業建設常任委員長の藤原でございます。

それでは、３月４日の本会議におきまして、産業建設常任委員会に付託されました第４

５号議案、神河町かみかわ桜の山桜華園条例制定の件についてと、第４６号議案、神河

町公の施設（かみかわ桜の山桜華園）の指定管理者指定の件について、３月１０日に審

査をいたしました結果、いずれも産業建設常任委員会としましては、原案のとおり可決

することに決定をいたしております。

それでは、３月１０日審査の経過については、３月１０日午後１時３０分から役場委
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員会室において、産業建設常任委員会委員８名全員と執行部からは町長、副町長ほか関

係課の管理職員の出席のもと、審査を行いました。

議案の審査に当たっては、提案の趣旨と目的に従って、適正な判断により行政成果が

上がるよう、かつ行政の進展と住民の福祉の向上にどのような効果をもたらすか、執行

にどのように反映されるべきかなどの観点から審査を行いました。

まず、第４５号議案の審査については、桜の山桜華園につきましては、現在まで条例

が制定をなされていないまま、２０数年たっております。東柏尾区の組合と現状の上で

の今回の制定に至って、話をされて、制定に至ったと承っております。桜華園の全体の

エリアの面積としましては、１５万０００平方メートルで、東柏尾生産森林組合及び

粟賀財産区の東柏尾区所有地分で当初より土地の無償貸し付けがなされております。こ

の１５万０００平方メートルが下刈り等の管理の部分であります。また、町道の横に

あります桜華園の管理棟及び通路、ほかの管理地についても全体で４筆、８７０平方メ

ートルで図面により説明を受けております。

入園料は今シーズンにつきましては現在のままということで、伺っております。来シ

ーズンから新料金ということでの適用となっております。現在の料金は、こういうパン

フレットでもあるんですけれども、３００円、大人入園料が３００円から４００円にな

るという部分が主な部分であります。

それから、この桜華園の桜は２４０品種、０００本の植樹がなされておるという中

で、春の観光の目玉になるような桜のだいご味を味わえるものにしてほしいとの、委員

よりの要望がございまして、町長からは、桜は町花であります。埼玉県の上川町という

ところがあるんですけれども、そこは冬桜というものがメーンで１１月に満開で大変す

ばらしかったというお言葉もいただいております。それから、桜華園も今後、冬桜をふ

やすこともよいのではないか。また、お客様の満足度を高めるように取り組みたい。と

の町長からの発言をいただいております。

それから、管理棟の北側に位置します駐車場、バスの駐車場があるんですが、その部

分について、この駐車場の規定がないという意見が出ました。町有地でバスの駐車場の

料金をもらうことに問題はないのかという御指摘もあったところであります。担当のほ

うから、桜を植えている山は、地元の土地を無償でお借りして町が桜華園を開設してお

り、その運営の一環として町有地を駐車場として使っている現状であります。駐車場と

して舗装するまでは、草刈等の管理を東柏尾区にお願いしていた経緯もあり、この土地

を桜華園の事業用の土地として位置づけていくとのことであります。

それから、第４６号議案、指定管理者指定の件については、何度も地元東柏尾区と役

員会等で協議がなされてきたもので指定管理者年度協定書を含め審査をしました。指定

管理者は東柏尾区であります。指定管理の期間は２８年４月１日から、これから向こう

３カ年ということになっております。指定管理料、代金は年額３７５万円の基本協定書

となっています。
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委員会の審議の中では、指定管理料の３７５万円は２７年度まで、管理費と下刈り費

の２つの管理委託料で、今回も同額となっております。減額なども検討すべきではなか

ったのかというような質疑も委員会で出ました。

回答は、まず、指定管理料としては、こういう部分で一本化してきた。初年度、今回

初年度なので同額の３７５万円となったということであります。運営のやり方によって

は、また、平成２８年度の実績を見て、この一年間で管理方法や指定管理料等について

地元と協議をしたいと担当のほうから述べられております。

また、委員より、基本協定書に記載されている施設の維持修繕の定義をしっかりと詰

めてほしいとの質疑がございまして、協定書に具体的な記載がないものについては、今

後、管理仕様書等で規定をしていきたいという回答もいただいたところであります。以

上、審議内容であります。

委員会としましては、討論はありませんでした。

この２つの議案について、十分に東柏尾区と協議をされて提案された。今後、産業建

設常任委員会として、この一年間をかけ、管理運営状況をしっかりと調査をいたしたい

ということにしております。以上で審査の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 委員長報告は終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。御苦労さ

んでした。

これより各議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第４５号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第４５号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４５号議案は、原案の

とおり可決しました。

次に、第４６号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第４６号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４６号議案は、原案の
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とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第５ 第４７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第４７号議案、センター長谷証明窓口業務の委託契

約の件を議題といたします。

事務局、議案の朗読をしてください。

〔事務局朗読〕



第４７号議案 センター長谷証明窓口業務の委託契約の件



○議長（安部 重助君） 上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４７号議案の提案並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、センター長谷証明窓口業務の委託契約の件でございます。本議案は、競争

の導入による公共サービスの改革に関する法律第３４条第３項の規定により、地方公共

団体の公共サービス業務について、民間事業者と委託契約締結する場合、あらかじめ議

会の議決を経ることとされていることを受け、提案するものであります。

今回、センター長谷証明窓口業務について、競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律に基づき、官民競争入札を実施しましたところ、民間事業者の参加は株式会

社長谷、１社のみでありました。そして、去る３月２２日に神河町官民競争入札等監理

委員会において、総合評価をしていただいた結果、株式会社長谷が落札者となりました

ので、その契約に関して提案するものでございます。以上が、提案理由並びに内容でご

ざいます。

なお、詳しい内容については、総務課長から説明いたしますので、御審議をよろしく

お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。センター長谷証明窓口業務の委託契約

について、詳細を説明させていただきます。

センター長谷証明窓口業務につきましては、平成２２年１０月１日より２年半、２５

年４月１日より３カ年、株式会社長谷に委託をしておりますが、本年３月３１日で契約

が満了するため、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づき、官民競

争入札により業者選定させていただきました。具体的な取り組み経過としましては、官

民競争入札及び民間競争入札について、その透明性、中立性及び公平性を確保すること

を目的とした神河町官民競争入札等監理委員会設置条例に基づき、住民代表等１０名で

組織する委員会を設置し、去る２月２６日に第１回監理委員会を開催し、入札実施要綱
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等について御審議の上、決定をしていただきました。その要綱等に基づき、３月１０日

にセンター長谷において入札に関する説明会を開催し、３月１５日までに必要書類を受

け付けをいたしました。そして、３月２２日の第２回監理委員会において価格と業務を

評価する総合評価により落札業者を選定していただきました。総合評価の方式は、価格

に対する評点と業務に対する評点の合計点とし、行政、官のほうですが３４ ５点、民

間である株式会社長谷につきましては４５ ０点で、株式会社長谷を落札業者として選

定されました。

なお、これまで委託をしておりました５年と半年の間、特に問題もなく適正に取り組

んでいただいておりますことを御報告し、詳細説明とさせていただきます。以上です。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ８番、松山です。このセンター長谷の管理業務というの

は、４月１日から再スタートということなんですが、この入札と、そういったことにつ

いてはちょっと時期的に遅いように感じるんですけど、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。入札の時期ですが、御指摘のとおりで

あります。本来、この３月議会の当初の段階で上げられるよう進めるべきところでした。

予算編成も含めて、若干おくれまして、ぎりぎりになったことをおわびしたいと思いま

す。申しわけありませんでした。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか、特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結します。

これより、討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第４７号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第４７号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第６ 発議第１号

○議長（安部 重助君） 日程第６、発議第１号、神河町議会委員会条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題といたします。

事務局、発議第１号の朗読をしてください。
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〔事務局朗読〕



発議第１号 神河町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件



○議長（安部 重助君） 発議第１号に対する提出者の説明を求めます。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） 議会運営委員長の藤原でございます。発議第１号の提案

理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町議会委員会条例の一部改正であります。今定例会において提案され

ました第４号議案、神河町課設置条例の一部を改正する条例制定によりまして、ひと⋞

まち⋞みらい課の新設及び地域局の廃止が行われますので、それに伴い、神河町議会委

員会条例における常任委員会の所管を改正するものでございます。

第２条第１号、総務文教常任委員会の所管に、ひと⋞まち⋞みらい課を追加し、同条

第２号、民生福祉常任委員会の所管から地域局を削除いたします。

また、第８条第７項について、句点の漏れがございましたので、このたび合わせて修

正いたします。

なお、本条例は、平成２８年４月１日から施行いたします。以上、簡単ですが、提案

説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

発議第１号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。御苦労さ

んでした。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

発議第１号を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、発議第１号は、原案のと

おり可決しました。

⋞ ⋞

日程第７ 発議第２号

○議長（安部 重助君） 日程第７、発議第２号、神河町議会議員の議員報酬、費用弁償

及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

事務局、発議第２号の朗読をしてください。

－３９６－



〔事務局朗読〕



発議第２号 神河町議会議員の議員報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例制定の件



○議長（安部 重助君） 発議第２号に対する提出者の説明を求めます。

山下皓司議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。それでは、発議第２号の提案の理由並

びに内容について御説明を申し上げます。

本発議は、神河町議会議員の議員報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例制定の件でございます。提出の理由でありますが、事務局から朗読していただ

いたとおりでございますが、再度朗読をいたします。

神河町は合併から１０年が過ぎ、地方交付税の特例措置が終わり、平成２８年度以降

より一層財政運営が厳しくなります。一般職員は、持ち家に対する住居手当が廃止、常

勤特別職は、平成２８年度も引き続き給料の支給額を２％減額されています。議会議員

は２７年度と同様に２％の減額が必要と判断をします。

次に、内容について御説明をいたします。神河町議会議員の議員報酬、費用弁償及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例でありまして、この条例は、平成１７年神河町

条例第３７号として制定をされているものでございます。その附則に次の一項を加えま

す。議員報酬の特例、６、議員報酬の額が第２条第１項の規定にかかわらず、平成２８

年度分に限り、１００分の９８を乗じて得た額とする。この条例は平成２８年４月１日

から施行する。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

発議第２号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

藤原日順君。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。山下議員が提出された発議の

提案趣旨、つまり何を目指したものなのかという目的。これによって得られる効果が私

には全く理解できません。そこで、３点の項目について質問をさせていただきます。

１点目です。もし、平成２８年度より地方交付税の算定がこれまでの算定がえから一

本算定になって、財政運営が厳しくなることが予想されるから議員報酬をカットすると

いうのであれば、なぜその下げ幅が段階的縮減幅である１割、１０％ではなく２％なの

か。その２％の根拠についてお答えいただきたいというふうに思います。

２点目は、仮に本定例会の第９号及び第１０号議案で町三役が給与月額を２％カット

したことに歩調を合わせることが趣旨であるなら、特別職である議員は無条件に町長の

やることに右に倣えをすべきだとお考えなのでしょうか。

３点目、もし、平成２６年度の人事院勧告における地域間の給与配分の見直しとして、
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民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえて、職員俸給表の水準を平均で２％

引き下げることに同調しての引き下げであるならば、その勧告の経過措置、つまり新俸

給表の俸給月額が切りかえ日の前日、すなわち平成２７年３月３１日に受けていた俸給

月額に達しない職員に対しては、平成３０年３月３１日までの３年間に限り、その差額

を支給するという人事院勧告の経過措置についてどのようにお考えなのか。

つまり、今３点、なぜ縮減幅が１割、１０％でなく２％であるのか。その２％の根拠。

それから、２番目、町長に右に倣えをすべきとお考えなのか。３点目、人事院勧告の経

過措置についてどのようにお考えなのか、この３点についてお答えを願います。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） お答えをいたします。まず、１点目でありますが、２％

の根拠、これはきちっと記憶しておいていただきたいと思いますが、私は昨年この条例

で、同じような条例がこの２％カットの条例が提案されたんです。そのときに、２８年

度限りといった原案がございまして、私は総務文教常任委員会で修正案を出しました。

その内容は、平成３０年４月だったと思います。私どもの議会議員のいわゆる任期、間

違っておれば訂正をどなたかしていただきたいと思いますが、要は２７年、２８年、２

９年と、それから、最後の４月、この間がやるべきだという提案をしたわけであります

が、残念ながら賛成少数、私ひょっとして１人だったかもわかりませんが、否決されま

した。それを踏襲しております。根拠はそれです。それ以上は見解の相違になるかわか

りませんが、私はそういう根拠があります。

それから、２点目でございますが、どういうところからこの問題が出たのかはちょっ

と反問権を出したいくらいなんですけれども、それは差し控えまして、まず私はこの町

長が２％やったから右へ倣え、そんな軽率な考えでやってはおりません。まず、あえて

言うならば、この私どもの給料、報酬いうんですかね、を定めていただく第一義は町の

特別職報酬等審議会の意見というものを私は、ある面町民の意見だというように考えて

おります。ことしの３月２３日に出していただきました答申の内容におきましても、こ

ういうことが書いてあります。議員報酬、議員活動も積極的に行われております。また、

議員定数の削減など議会においても行財政改革に取り組まれております。というように

評価をいただいております。その中で、ことしについてはこれは人事院勧告の関係です

が、期末手当が １ふえますというようなことも書いております。さらに最後のところ

に一般職の給与の総合的見直しに準じた措置については自主判断とします。そういうよ

うな、いわゆる申し上げましたように、私は報酬審議会という会はいろんな層の商工業

者の方もいらっしゃいますし、またサラリーマンの方もいらっしゃる、であった方もい

らっしゃるというふうな中で、大局的に客観的に物事を捉えておられるというように私

は思っております。それを優先しております。そういうふうな中で、やはりさらにこの

２８年の２月２３日の特別職報酬等、額の改定については答申の中で、そういうような

ことが皆さん考えなさいよというように私は受けとめておりますので、町長に右へ倣え
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したわけではございません。この議論はこの辺で、議論じゃなしにこの説明はこれで終

わります。

それから、３点目でございますが、私は執行部じゃございませんので、詳細な分につ

いてはそごがあったら困りますので、思ってることを述べさせていただきます。まずこ

の公務員の総合的見直しにつきましては、昨年２７年から出たわけですね。その中で、

ここに書いてあるのを見ますと、５０歳代後半層の職員が多く在職する号俸を最大４％

引き下げると、そういうようなことが書いてあるんですね。しかし、やはり全ての職員、

これは国家公務員に向けて、これも地方公務員もそれに準ずるわけですけども、皆さん

生活がございます。そういった中で、３年間でそれを緩和、現給を保障するというよう

なことがあって、それに基づいてこの神河町の職員の給与条例も改正されているという

ように説明を受け、そういうようになっておりますので、私はこの辺になると見解の相

違になると思いますけれども、事実を述べますと、この３０年４月１日に完成したいと

いうことがこの行政との総合的見直しの概要のところで今書いてあって、これは執行部

からもらった資料なんですけれども、そういう中で職員についても確かに現給保障はさ

れましたけれども、やはりこれは見解を問われましたので、ちょっと述べますけれども、

来年なったら給料が、例えばちょっと給料表ないんで曖昧なことは言えませんけど、幾

らか上がるだろうなと思っておった職員が昇給がなかったと、これは事実でございます。

私はそういうふうに認識をいたしております。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原日順君。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。今お答えはいただきましたが、

２％の根拠をお尋ねしたものであって、昨年２％だからことしも２％というのは全く理

由になってないというふうに私は考えます。

３番の経過措置についても全くお答えいただきませんでしたので、非常に不満ではあ

りますけれども、平均２％下げられましたその新しい俸給月額がもとの俸給月額に達し

ていない職員に対しては、３年間はその差額を支給するという経過措置、これによりま

して職員の給料は引き下げではなくって据え置きとなっております。つまり、以前の給

与が保障されている、このことに対してどのようにお考えなのか。

２点目が、昨年の特別職報酬等審議会の答申では、平成２６年度決算において実質公

債費比率１ １７％と１８％未満を達成したことにより、自主減額を廃止して条例どお

りの給与月額とする旨の答申がなされました。そして、ことしの答申では、一般職員の

給与の総合的見直しに準じた措置については、自主判断とされました。しかし、この答

申でも経過措置については一切言及されておりません。これについては、経過措置につ

いての認識が不十分であったために自主判断という表現になったと私は考えますが、こ

の点、山下議員はどのようにお考えでしょうか。給与の保障の件、それから、自主判断

の件、この２点についてお答え願います。

○議長（安部 重助君） 山下議員。
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○議員（３番 山下 皓司君） １点目の現給保障という、私はそういう表現したと思い

ます。その制度改正によって、給料表は下がったけども現給は保障するという補完措置

がされたというふうに私は思ってます。ですから、例えば３０万もらっておった職員が

２９万０００円になったと、そういうことじゃないんです。３０万はそのまま支給受

けたんやけども、例えば３０万の人が来年の４月になったら、来年４月にですから、昇

給時期が来たら例えば３０万０００円になるだろうと思っておった職員が３０万円の

まま据え置かれたと、そういうことを言ってるわけでございます。それから、２％の根

拠についてでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、根拠になって

いないというような見解を述べられましたけど、私にはしっかりした根拠はあるんです。

昨年２％であったので、ことしも２％、そういうふうにしたということです。私は既に

繰り返しになりますけれども、２７年のこの３月の定例会において、このことは、この

任期中継続すべきであるということが根拠になっておりますので、それ以上のことは私

は述べることはできないというより、述べる必要がないというふうに思っております。

以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。今のお答えなんですけども、

要するに見解の相違であると言われてしまったら、しようがないんですけども、私自身

としては、議員としてその報酬額に見合う、それだけでなくってそれ以上の仕事をする

のが当然の責務であろうというように思います。以上のことを考え合わせますと、今回

の発議につきましては、山下議員の自己顕示欲以外の何物でもないと私は判断いたしま

すが、そうではないと言い切れますか。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） そういう捉え方をされるのは、まことに遺憾でございま

す。私は顕示欲も一つもございません。事実、真実、私は議員のこれは一つの捉え方と

して討論で私言おうと思うとったんですけれども、外れるかもわかりませんけれども、

私は合併が１７年の１１月７日ですね。１７年の１２月の定例会できょうの常勤特別職、

町長初め確かに今と同じような形だったと思うんですけれども、給与の何ぼかのカット

があったんですね。それで私はそのことについて質問したんです。すばらしい答弁をい

ただきました。なぜ、もう少し近い答弁がいただけるかと思うて、非常にこう期待をし

とったんですけれども、これは政治的判断です。そうおっしゃいました。私はまず質問

するということについては、やはり議員も同調して幾らかはカットするのがふさわしく

ないかという思いで執行部の見解を尋ねたんですけれども、当時の町長はしっかりと政

治的判断ですとおっしゃいました。私はその言葉が今も心に重くありまして、残ってお

りまして、そういう精神は必要であるということを教えていただいたということであり

ます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結します。御苦労さんで

した。

これより、討論に入ります。討論ございませんか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） 反対が先ですか。

○議長（安部 重助君） 反対討論ございませんか。

次に賛成討論ございますか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。提案者でありながら、討論に参加いた

します。私はこの議案は何とか御賛同いただきたいというような強い思いで討論に参加

いたします。まず、御承知のように、少し私は提案説明の中で２８年度から一本算定、

より財政状況が厳しくなりますよいうようなことを申し上げました。その根拠といたし

まして、これは私なりに教えてもらったこと述べますが、この合併算定がえによりまし

て、どれだけほど金額が下がるかということなんですが、ことしの全体で、以前は５億

というような話がされておったんですけれども、これは現時点においては２億０００

万というような、例えばそのときに６割ぐらいは保障されるん違うかなというようなこ

ともおっしゃっておったんですが、６割を超して減額は２億０００万、２８年度につ

きましては、７００万円というようなことになると説明を受けております。述べまし

たように、神河町の議会議員の報酬は他町と比べまして決して多くはございません。そ

して、繰り返しになりますけれども、報酬審議会もよく頑張ってるよという評価も受け

ました。そういうことで、それやったら何も下げんでもよろしいがなということになる

んですけれども、理由に述べておりますように、やはりこの２８年度というのは一つの

大きな神河町としての区切り、方向をしっかりと見定めるときではないかなと、年では

ないかなという思いが強うございます。それで、職員については、持ち家５００円の

方、７１名程度になるようですけれども、前々からの議論であったわけですけれども、

それも廃止すると。特別職は特別職で町長からのその思いも語られましたけれども、や

はり一つの方針をしっかりと出されたというようなことを踏まえまして、何とかこの条

例に賛成をしていただきたいというものでございます。ちなみに、私が荒っぽい計算で

端数が違うかもわかりません、端数やなしに、多少の違いはあると思うんですが、職員

の住居手当につきましては、今申し上げましたように対象予定者が７１人、これ一般会

計なんですけれども、約１３８万の減額であるということのようです。それから、議員

報酬について、私の計算ですけれども、９０万円弱ということになります。それから、

特別職、町長、副町長、教育長さん、３名の方の額は約６３万円だというふうに聞いて

おります。ひとつ、こういったタイミングというんですか、もありますし、また議員の

報酬というものは自分たちの手で考えてみましょうやというのが私の強い思いです。
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そういうことで、また合併当初のお話もしましたんですけれども、そういうような一

つの言葉、また私の思っていた方向というものを示していただいたいう、私の基本的な

考え方というものが非常にあると、私は決して軽々しい気持ちで皆さんに同調を求めて

いるんではない、議員として考えましょうやないかということも含めてのことであると

いうことを認めていただきまして、皆さんの御賛同を得たいというように思います。以

上でございます。

○議長（安部 重助君） 次に反対者の発言を許します。ございませんか。

藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。

反対の討論をいたします。この件につきましては、他市町を見る限り、全部撤廃して

おります。それと審議会の中においても、昨年度条例どおりの報酬に戻りまして、昨年

は２％のカットでしたんですが、本年度においては自主判断に委ねるということであり

ます。その中で、しっかりと我々の評価もしてもらっておる中で、自主判断としながら

別にそれに従ってカットする必要はないと思います。しっかりと自分の報酬に基づいて

議員活動するのが本来の姿だと思いますので、見方によれば２％カットした分だけおま

えら仕事せんのん違うかという声も入ってきますので、しっかりといただく報酬の中で

議員活動するべきと思います。よって、反対といたします。

○議長（安部 重助君） 次に賛成者の発言を許します。ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 反対者の方、ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、討論を終結します。

発議第２号を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立少数であります。よって、発議第２号は、否決しました。

⋞ ⋞

日程第８ 議員派遣の件

○議長（安部 重助君） 日程第８、議員派遣の件を議題といたします。

会議規則第１２９条に伴う議員派遣について、お手元に配付のとおり議員派遣する予

定となっております。

お諮りいたします。別紙のとおり議員を派遣することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、別紙のとおり議員派遣することに決定

されました。

⋞ ⋞
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日程第９ 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

○議長（安部 重助君） 日程第９、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し

出についてを議題といたします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務について、会議規則第７５条の規定により

お手元に配付されていますとおり、閉会中の継続調査をしたい旨の申し出がございます。

お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。各常任委員長、議会運営委員長申

し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定されました。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

お諮りいたします。今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。これで閉

会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

これをもちまして、第６８回神河町議会定例会を閉会いたします。

午前１１時４８分閉会

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 定例会閉会に当たり一言御挨拶を申し上げます。

今次定例会は３月１日に開会され、本日までの２５日間でした。町長から提案されま

した議案並びに議員発議は全て議了いたしました。課設置条例の一部改正、辺地計画の

策定及び平成２７年度最後の一般会計補正予算は総務文教常任委員会に、桜華園の条例

制定及び指定管理者指定の件は産業建設常任委員会に、また、平成２８年度各会計予算

においては、議長を除く１１名の議員による予算特別委員会に付託し、それぞれ長時間

にわたり精力的に審議をしていただきました。ここに厚くお礼を申し上げます。

議員並びに執行部各位におかれましては、終始真剣な議論を交わされた結果、町長か

ら提出されました議案、全てが承認、可決されました。議員各位の御精励と御協力、ま

た執行部におかれましても真摯に対応していただきましたことにお礼を申し上げます。

審議の過程におきまして議論されました内容については、十分考慮され、今後の町政

執行に反映されるよう望みます。平成２７年度もあとわずかとなりました。新年度に向

けての締めくくりをしっかりお願いいたします。

さて、３月末日をもって３名の職員が退職されます。藤原龍馬建設課参事、奥田瑞光

中播北部クリーンセンター局長におかれましては、これまで長年にわたりいろいろな所

管、職務につかれ、ただひたすら町発展のため、多くの諸問題にも的確に取り組まれ、
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御尽力いただきました。また、大杉一恵幼稚園統括教諭におかれましても、幼児教育に

細心の注意を払いながら、熱心に職務を全うされました。ここに衷心より感謝とお礼を

申し上げます。今後も私たちの良きアドバイザーとして、健康には十分留意されて、新

たな場で御活躍されますことをお祈り申し上げます。

いよいよ春本番を迎えます。今朝は大変寒い朝ではございましたが、これから新しい

門出や新年度に向かって大きく躍動する季節になります。やるべき課題はたくさんあり

ます。目標を誤ることなく、議会、執行部ともに力を合わせて町民皆様の付託に応えら

れるよう協力できる体制づくりが重要であります。

終わりに、神河町のさらなる発展と皆様方の御健勝にての御活躍を祈念しまして、第

６８回神河町議会定例会閉会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） それでは、第６８回神河町議会定例会の閉会に当たりまして、

議員各位に対しまして一言お礼を兼ねまして、御挨拶を申し上げたいと思います。

去る３月１日から開会いたしました今期定例会には、平成２７年度各会計の補正予算、

平成２８年度各会計予算、条例制定、改正、及び承認案件など、計４９件を提出させて

いただきました。とりわけ、神河町の最大の課題であります地域創生、人口減少対策と

して、重点事業に位置づけました平成２７年度補正予算での国の地方創生加速化交付金

事業、平成２８年度予算では、１つに神河町地域創生事業、２つに公立神崎総合病院北

館改築事業、３つに峰山高原スキー場整備事業、４つに防災行政無線システム整備事業

を中心に議員各位には本会議並びに各委員会を通じ、慎重審議の結果、全ての案件をそ

れぞれ可決賜り、まことにありがとうございました。

とりわけ、地域創生事業の推進と目標達成については、平成２８年４月１日より、ひ

と⋞まち⋞みらい課を新設し、他課との連絡調整を強化し、全力で取り組んでまいりま

す。

また、県との協議に長期間を要しました公立神崎総合病院北館建設につきましては、

医療機器含めて総額３０数億円を予定しており、合併特例債を６億０００万円、残り

を企業債の活用で建設をしてまいる予定としております。また、病院の運営につきまし

ては、毎年運営補助といたしまして、当面の１０年間は５億円を予定しておりまして、

うち約２分の１が交付税措置をされるということになります。１０年の繰り出しが５０

億であるとするならば、２５億の直接の一般財源を確保をしていきながら、神河町は地

域医療を確保することとしているわけであります。

特に総務文教常任委員会、予算特別委員会で多くの御意見をいただきました峰山高原

スキー場整備事業につきましては、必ずや神河町の地域創生につながることを確信する

次第であります。再度改めてスキー場建設について何点かのポイントを整理しておきた

いと思います。
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一つは、スキー場を盛り込む県立自然公園計画変更を含めて、兵庫県の支援協力があ

るということでございます。平成２７年１月から兵庫県とともにスキー場整備に向けて

始動をしたわけであります。

２つは、スキー場計画に伴う辺地対策事業計画について、県より異議なしの回答をい

ただいています。言うまでもなく、辺地対策事業の対象事業にスキー場は明記されてい

るわけでございます。

３つは、スキー場計画は、峰山高原ホテルの指定管理問題から出発したプロジェクト

であり、平成２７年４月より株式会社マックアース社が指定管理となり、ホテル経営と

ともに冬場の集客対策からスキー場計画の提案をいただいたところから浮上したもので

あります。また、スキー場は神河町の地域創生における一つの企業誘致と位置づけてい

るところであります。

４つは、神河町の最大の課題は人口減少対策、そのための地域創生アクションプログ

ラムに基づく継続と強化の事業実施、自然環境を最大限に活用した観光交流人口増とリ

ピーターの増加からの定住人口増加の取り組み、キャッチコピーは交流から定住へであ

ります。

５つに、何といっても、定住、移住を推進するための雇用の創出、その基本は播磨圏

域を中心とした通勤圏域の中で考えることと、地域内に雇用を生み出すことにあります。

観光政策、施設はその投資やリスクを含めて経済状況に大きく影響されますが、人口減

少対策として、世界各国で重要政策として展開していることと日本の政策はもちろんの

こと、全国各自治体が生き残りをかけて取り組んでいるわけであります。従来からの農

林⋞商工⋞観光に加え、魅力ある高原を中心とした地域資源を活用して多くの人を招致

し、地産地消から地産他消へと地域内経済循環を拡大することが、ひいては神河町の雇

用の創出につながるわけであります。そして、このたびのスキー場計画は、冬場の集客

の大幅な増加と、そして環境審議会の中でも多くの御提言をいただきました高原の四季

を通じた新たな魅力発信による地域内消費と雇用拡大、そしてこの流れを高原、名水、

銀の馬車道へとさらに拡大させることで、スキー場建設による経済効果の高まりは明ら

かであります。

６つに、いずれにいたしましても、本事業については、一般財源は使わないことから

出発しているわけでありまして、言いかえれば辺地対策事業により、事業実施するスキ

ー場建設費の一般財源相当分はもとより、維持管理費についてもスキー場を運営いただ

く指定管理者との指定管理契約書に基づく施設利用料で賄うという考え方であります。

本日、観光レジャー産業は、１００％企業出資でやればよいとの意見がございましたが、

高度成長期ならともかく、バブル崩壊後の低成長の時代の中で観光事業による企業進出

について、これが神河の地域活性化と新たな雇用につながるものであれば、お互いが共

同で進めていくことが当然であり、現在の地域づくりは当たり前過ぎる常識であります。

したがって、地方創生は以前のような行政だけ企業だけで実現などあり得ない、私が町
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長に就任してからも産⋞学⋞官連携しての企業誘致に取り組んでまいりました。そして

今、地方創生は国を挙げて産⋞学⋞官⋞金⋞労⋞言が連携協力してこそ、実現するとの

指導のもと、神河の再生に向けて取り組むことが行政のやるべき方向であります。

地方創生に特効薬はございませんが、このたびのスキー場計画はまさしく神河での特

効薬になるというふうに考えるわけでございます。一部の企業に支援するのはおかしい

との御意見もございましたが、神河町はこれまでも、そしてこれからも町内外問わず企

業からの提案については同じ態度で臨んでまいります。

昨年も申し上げましたが、平成２７年度では、地域創生先行型、兵庫県のリーディン

グプロジェクトの予算枠で中播磨においては、冬の大河内高原魅力創出プロジェクト

「神河が贈る極上の冬時間」に０００万円の事業配分をいただき、テレビ、新聞各社

から取材いただき、注目をいただきました。平成２８年度においても、引き続き中播磨

県民センターと魅力発信事業として予算化いただいています。そのほか、平成２８年度、

国に要望しておりました神河の地域創生のキーワードである農林業の再生のための地方

創生人材支援につきまして、農林水産省より派遣が決定いたしました。さらに、平成２

７年度補正予算、地方創生加速化交付金で申請しておりましたシングルマザー移住支援

事業、神河アグリイノベーション事業についても、申請額９７３万０００円の満額

の決定、そして昨年来より兵庫県からの御支援の中で進めてまいりました峰山高原スキ

ー場建設につきましても、３月１８日兵庫県の環境審議会自然環境部会において、県立

自然公園の利用計画にスキー場を追加する答申が出され、そして今定例議会においても

スキー場関連議案可決いただきました。

中播磨県民センターの重要事業であります銀の馬車道１４０周年と日本遺産登録の取

り組みとさらに勢いをつけるため、中播磨の魅力を生かした交流の地域づくりの銀の馬

車道プロジェクトの推進事業として、兵庫県と神河町共同で取り組む道の駅、銀の馬車

道神河の平成２８年度末完成などなど、今確信を持って私は言えると思います。

神河に確実に順風が吹いてるんだということです。いよいよ地域創生アクションプロ

グラムのスタートであります。順風を受けて職員一同全力で事業執行に当たってまいる

決意であります。改めて、今定例議会で議員各位から頂戴いたしました御意見、御提言

につきましては、執行部一同真摯に受けとめさせていただき、そして、健全財政運営に

心がけ、予算執行に当たってまいります。議員各位には、引き続きの町政に対する御支

援、御教授を心からお願いいたします。

ここで、平成２７年度の特別交付税につきまして、１８日付で交付決定を受け、２２

日に収入いたしましたので、報告いたします。

交付決定額は、５億６５０万円でございます。昨年と比較して４８０万円の増額

となっております。今年度の特別交付税については、国の当初予算の伸びがマイナスと

なっていることから、兵庫県とのヒアリングでは ３％程度減額を想定する中で、要望

していましたが、結果として対前年比 ９％の増額となりました。このことは、市町振
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興課長と知事の特殊事情の協議により神河町の播磨連携中枢都市圏の取り組み、公立神

崎総合病院など地域医療の取り組み、地方創生への取り組み、そしてフェニックス共済

加入推進の取り組みなど、頑張っている神河町を応援していただいている結果であると

聞いております。

なお、平成２７年度の特別交付税当初予算額は、３億７２８万０００円ですので、

１億９２１万円の増額がございますが、この予算措置につきましては基金積み立て等

の専決処分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、まだまだ寒暖の差が激しゅうございます。くれぐれも健康に御留

意いただき御活躍くださいますよう、お祈りを申し上げまして、御挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございました。

午後０時０４分

－４０７－
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